
平成２５年６月，刑の一部の執行猶予制度の導入等を内容とする「刑法等の一部を改正する法律」及び「薬物使用等の罪を犯した者に
対する刑の一部の執行猶予に関する法律」が成立。平成２８年６月までに施行されることとなった。

刑の一部の執行猶予制度の創設について
参考資料

刑法の改正等

刑の一部の執行猶予制度の概要

現行制度
刑の一部の執行猶予制度

◎ ３年以下の懲役・禁錮を言い渡すとき，判決で１～５年の間その一部の執行を猶予することが
できる

例） 懲役２年，うち６か月につき２年間保護観察付き執行猶予

実刑部分の刑 猶予部分の刑

１年６か月 ６か月

◎ 刑期の全部を実刑とするか，
刑期の全部を執行猶予とするか
の２つしか選択肢がない

◎ 刑務所出所者の再犯防止・社
会復帰のための仕組みとして仮
釈放制度があるが 期間が短く

・前に禁錮以上の実刑に処せられたことがない初入者等…猶予中，保護観察に付すことができる(裁判所の裁量)
・薬物使用等の罪を犯した者で初入者でないもの（累犯者）…猶予中は必ず保護観察に付す

法務省保護局観察課

◎ 薬物依存のある保護観察対象者の増加，保護観察期間の長期化が見込まれる
◎ 保護観察終了後も，必要な支援等（薬物依存に対する治療・相談支援，家族支援など）を受けられる体制を整えておくことが特に重要

保護観察付きの執行猶予期間

２年

刑務所内における処遇 ＋ 地域社会における処遇（保護観察）

保護観察とは，刑務所出所者等の再犯を防ぎ，社会復帰を図るため，保護観察所の保護観察官が，地域の保
護司等と協力して，保護観察中の人に対して指導や支援を行うもの。

釈放制度があるが，期間が短く
十分な地域移行ができずに再犯
に至るケースが多数

例） 刑務所出所者のうち，５年以内
に約５割の者が刑務所へ再入所
（覚せい剤取締法違反の者の場合。平成２５
年犯罪白書による。）

制度導入に当たってのポイント

保護観察所と地域の医療・保健・福祉機関等との連携が不可欠

刑の一部の執行猶予制度の導入を見据え，薬物依存のある保護観察対象者等への指導・支援について，より一層
の御理解・御協力をお願いいたします。（御不明な点がございましたら，最寄りの保護観察所までお問い合わせください。）
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